
議案第 40号  

 

 

   西脇市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例の制  

定について  

 

 

 西脇市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例を次のように定

める。  

 

 

  令和８年６月２日  

 

 

                 西脇市長  片  山  象  三  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（理  由）  

 規定内容に不備があることが判明し、その不備を是正するため。  
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